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午後１時30分開議

○西岡勝成委員長 ただいまから第22回水俣

病対策特別委員会を開催いたします。

なお、本日の委員会に１名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

しました。

特別委員会改選後、本年度初めてとなる委

員会を19日に開催をいたしましたけれども、

緊急にお集まりをいただいたということもあ

り、執行部の紹介ができませんでしたので、

まずは執行部職員の自己紹介をお願いいたし

ます。

課長以上の職員の方は、自席からそれぞれ

お願いをいたします。

なお、委員のお手元には関係部課長の職員

名簿をお配りしてあります。

それでは、環境生活部長から順にお願いい

たします。

（環境生活部長～水俣病審査課長の順に

自己紹介)

、 、○西岡勝成委員長 次に 執行部を代表して

駒崎環境生活部長からごあいさつをお願いい

たします。

○駒崎環境生活部長 それでは、執行部を代

表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げ

ます。

県議会におかれましては、水俣病問題の解

決を県政の最重要課題と位置づけ、取り組ん

。 、でいただいております 患者県債のころから
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長年にわたってたくさんの御尽力をいただい

ていますことに改めて感謝を申し上げます。

これまでに幾度となく意見書や要望書とし

て議会の意思をまとめていただき、解決に向

けて、国などへ精力的に働きかけていただき

ました。一方ならぬ御尽力を賜り、感謝申し

上げます。

特に、先日の水俣病対策特別委員会では、

緊急に要望書を取りまとめていただきまし

た。本会議で議決された翌日の23日には、今

国会での法律成立について、関係国会議員に

各会派代表の委員の方々が直接訴えていただ

きました。重ねてお礼を申し上げます。

私ども執行部の取り組みについてはごく簡

潔に申し上げます。

これまで、県議会の強力な御支援をいただ

きながら、被害者の方々の一日も早い救済の

実現に精いっぱい努力してまいりました。

、 、特に 今国会の会期末が迫った先月末には

知事が、現地での活動の後上京して、与野党

の方々に地元の声を伝えました。今国会で特

別法を成立させてもらいたい旨強く要請した

ところでございます。また、チッソの後藤会

長にも会いまして、分社化後もぜひ地元での

事業を継続するよう求めたところでございま

す。また、その後も、地域指定解除に係る条

文の削除など具体的な点につきまして、知事

が直接与党に申し入れを行ったところでござ

います。

知事が本会議で答弁しましたように、この

機を逃しますとチャンスを逃してしまいま

す。法案をまとめていただくことが何より優

先されるべきことではないかと考えておりま

す。

きのうの与野党協議では、与党案に対する

民主党側からの修正案が出されましたが、そ

れについての結論は持ち越されております。

残念ながら合意には至っておりませんが、後

ほど説明申し上げますように、その後の新た

な動きも出てきております。

今後も協議は続けられるようでありますの

で、引き続き期待を込めて取り組んでまいり

ます。県議会の皆様には、より一層のお力添

えを賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。

○西岡勝成委員長 それでは、議論に入りま

す前に、前回の委員会以降の経緯につきまし

て、後ほど執行部の方からも説明があります

けれども、私の方から、23日の与野党への要

望等について、簡単に御報告させていただき

たいと思います。

22日の本会議において全会一致で決議され

た水俣病被害者救済法の早期成立に関する要

、 、 、望書については 23日に 私と前川副委員長

そして、各会派を代表して、渡辺委員、大西

委員、氷室委員が上京し、関係国会議員に対

して要望活動を行ってまいりました。

私の方からは、県議会では、救済を求めら

れておられる方々を一日も早く救済しなけれ

ばならないとの強い思いで、超党派で早期救

済の実現に向けて全力で取り組んできた、被

害者の方々が高齢化している現状を直視した

とき、今国会における法律の成立が何として

も必要である、与野党におかれても、党派を

超えて、被害者の救済を最優先するとの見地

に立ち、今国会で法律をぜひとも成立させて

いただきたいと強く訴えてまいりました。

お会いした国会議員からは、与野党を問わ

、 、ず 被害者の早期救済の思いは一致している

何とか一致点を見出したいとの話もありまし

たし、また、地元の県議会が全会一致でこの

要望書を決議されたことに対して非常に重み

があるというような話をされておりました。

要望直後に行われました与野党協議の状況

につきましては、執行部から報告をしていた

だきたいと思います。

それでは、議題に入ります。

水俣病被害者対策に関する状況について、

執行部から報告を受けた後、質疑を行いたい
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と思います。

それでは、説明資料に基づきまして、野田

水俣病保健課長、寺島水俣病審査課長並びに

園田環境政策課長に説明をお願いします。

○野田水俣病保健課長 水俣病保健課長でご

ざいます。

お手元の説明資料の１ページをお願いいた

します。

まず、前回の特別委員会以降、３月13日以

降の主な水俣病対策の経緯でございます。

３月16、17日で、知事が与党及び民主党の

国会議員に対して早期実現のための取り組み

を要請しております。

３月23日、県議会本会議におきまして、水

俣病被害者救済法の早期成立に関する意見書

が議決をされました。

それを受けまして、31日に、県議会の水俣

病対策特別委員会の正副委員長及び各会派の

関係議員の皆様方が、与党及び民主党へ意見

書を提出し、今国会における党派を超えた議

決による救済策の実現の要請活動を行ってい

ただいております。

続きまして、４月17日に、民主党から、い

わゆる民主党案と言われるものが参議院に提

出をされております。

４月24日から第１回与野党協議が行われ、

昨日まで６回の与野党協議が行われたところ

でございます。

４月29日から30日にかけまして、民主党水

俣病対策作業チームが来熊されまして、被害

者団体、県議会、知事と意見交換を行ってい

ただいております。

続きまして、５月26、27日に、知事が現地

に入りまして患者さん宅を訪問するととも

に、被害者団体など各団体との意見交換を行

い、翌日の５月29日に、その地元の声を携え

まして、与党、民主党の国会議員の先生方に

対して、早期実現のための双方の歩み寄りに

よる法律の成立を要請したところでございま

す。また、後藤会長とも面談をし、後藤会長

から、分社化後も水俣を出ていくことは考え

ていないと、そういう表明があったところで

ございます。

それから、６月11日に、山場に達したとい

うことで、知事が園田座長に３点要請をして

おります。１点目が、法案から地域指定解除

の条項を削除することでございます。２点目

が、チッソの水俣での存続を厳格に定めるこ

と、３点目が、保健手帳が継続的に使えるよ

う明記することと。

それを受けまして、翌６月12日の第５回の

与野党協議におきまして、与党側から修正案

が出ております。後ほど詳しく説明をさせて

いただきます。

６月22日、県議会の本会議におきまして、

水俣病被害者救済法の早期成立に関する要望

書が全会一致で議決をいただいたところでご

ざいます。

翌23日に、委員長以下、要望活動をしてい

ただきました。それとあわせて、与野党協議

が行われまして、民主党から、今度は与党に

対して与党法案の修正要求というのが出され

たというのが、きのうまでの状況でございま

す。

続きまして、与党及び民主党の法案と与野

党協議の状況につきましてでございますけれ

ども、一応これにつきましては、資料の別冊

を用意しておりますので、Ａ３の広い用紙が

あるかと思います。こちらの方で説明をさせ

ていただきます。

一応左の方から、与党の当初案と与党の修

正案、続きまして、民主党の修正案、一番右

が民主党の提出された法案ということで主な

点を書いております。

与党の当初案につきましては、以前説明を

させていただいていますので、この点につい

、 、ては説明を省略させていただきまして まず

一番右側の民主党の法案、当初案でございま

す。これについて概略を説明させていただき
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ます。

まず、国、県の責任につきましては、前文

に、最高裁判決を重く受けとめ、その原因企

業のみならず、国及び関係する県も責任を負

うという記載がございます。

救済の対象につきましては、５点ほど書い

てございます。

四肢末梢優位又は全身性の触覚又は痛覚の

、 、感覚障害 口周辺の触覚又は痛覚の感覚障害

舌の二点識別覚の障害等、５つの事柄がここ

に記載をされております。

続きまして、診断方法のところですけれど

も、これにつきましては、主治医の診断書を

尊重するというふうになっております。

続きまして、一時金の額です。

300万円という形になっております。費用

、 、 、負担につきましては まず 国が先に支弁し

そしてその後、県及びチッソに求償する、支

払いを求めるという、そういう形になってお

ります。

療養手当につきましては、入院、通院など

の日数に応じ、２万3,000円から３万5,900円

となっております。

医療費につきましては、自己負担分を支給

となっております。

続きまして、申請期間につきましては、法

施行日から起算して５年以内となっておりま

す。ただし、括弧の内容がございまして、施

行日以降に特定疾病にかかった者は、かかっ

たと認められる日の翌日から起算と。この５

年を翌日から起算という形になっておりま

す。

チッソの分社化、地域指定解除、あるいは

地域振興については、法案に明記はございま

せん。

調査研究につきましては、一応国が積極的

に速やかに実施するといったような感じの項

目がございます。

一応以上が民主党案の当初に出された民主

党案でございます。

続きまして、与党の修正案というものを説

明させていただきます。

左から２つ目でございます。

６月12日の与野党協議の場で与党の方から

出されました修正案で、内容が５点でござい

ます。

最初は、国、県の責任を明確化するという

ことで、前文の中に、最高裁判決で国及び熊

本県は責任を認められたところであり、政府

として責任を認め、おわびしなければならな

いということを挿入するというものでござい

ます。

続きまして、救済の対象でございます。

救済の対象としましては、与党案、当初四

肢末梢優位の感覚障害を有する者となってお

りましたが、括弧書きでございまして、四肢

末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者を

含むということで、準ずる者を含むというこ

とで広がっております。

続きまして、新保健手帳のところでござい

ます。

名称を変えまして、水俣病被害者手帳とい

う名称を変えて、法律で位置づけるというふ

うになったところでございます。

、 。続きまして チッソの分社化でございます

これにつきましては、条件の厳格化という

か、そういった形になっておりまして、環境

大臣の事業再編計画の認可条件としまして、

事業会社、いわゆる分社化した後の子会社と

いいますか、事業会社の事業計画が地域経済

の振興及び雇用の確保に資するものであるこ

とということで、そういう厳格化されたもの

となっております。

続きまして、地域指定の解除につきまして

ですが、これにつきましては案が２案示され

ました。案の１の方でございますが、救済さ

れることが確定してからおおむね２年を目途

に、指定を解除ということで、すぐじゃなく

て、２年後を目途に解除するというのが案の

１でございます。
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案の２につきましては、地域指定等の解除

という言葉を削除しまして、あたう限りすべ

て救済されることが確定した後、水俣病問題

の最終解決の実現に伴う必要な措置を講ずる

ものという形になっております。

なお、案の１、２ともに、関係地方公共団

体の長だけではなく、地域住民の意見を広く

聞くという規定も両方に挿入されたというと

ころでございます。これは12日に示された与

党の修正案でございます。

続きまして、その隣にございます民主党の

修正案、きのう出されたやつでございます。

一応項目で言うと８点ほどございます。

１番目に、まず前文でございます。前文に

ついては、民主党の法案のやつをそのまま採

用するというものでございます。

２番目のところに、最終解決に向けた取り

組みのところでございますが、与党案で４点

ございました。そのうちの４番目の補償法に

基づく水俣病新規認定等の終了のかわりに、

関係事業者が排出したメチル水銀による環境

汚染を将来にわたり防止するための必要な措

置の実施ということに、ここは変わっており

ます。

続きまして、救済の対象でございますが、

、 。ここは 民主党のこの５つ書いてございます

これをすべて法案に入れてもらいたいという

点でございます。

そして、その次の段階でございますが、与

党案で、認定申請、訴訟の提起をしている者

などを救済措置の対象としないという条項が

ございますが、この条項を削除するというも

のでございます。

それから、２つほど下がりまして、一時金

とその次の療養手当については、これは別途

協議するというものでございます。

それから、またもう１つ飛びまして、申請

期間については、与党の当初案に、３年以内

を目途に救済措置の対象者を確定するという

項目がございます。この条項を削除するとい

うものでございます。

チッソの分社化の扱いでございますが、こ

れにつきましては、関係事業者の指定も、救

済の終了及び市況の好転まで暫時凍結すると

いうものでございます。与党案では、分社化

をしますに、まず一番最初に、関係事業者の

。 、指定というのが最初に出ております その後

事業再編計画、あるいは事業譲渡、株式譲渡

と４つの段階ございますけれども、その一番

最初の関係事業者の指定、これ自体が救済の

終了まで凍結というような形になっているも

のでございます。

続きまして、地域指定の解除でございます

けれども、この条項そのものをすべて削除す

るというものでございます。

調査研究につきましては、民主党法案の調

査研究の条項を入れてくれというものでござ

います。

一番最後の附則の部分でございますが、こ

れは環境大臣に申請ができるという規定のも

のでございます。そこのところを、自民党案

はおおむね３年ということで24年12月31日と

なっておりましたものを、期限を設けないで

当分の間というのが一応民主党案の内容でご

ざいます。

なお、一応きのう――最後に、国からの情

報でございますが、きのう一応もう新聞に載

りましたので皆さん御存じかと思いますが、

実は、きのう自民党の大島国対委員長、民主

党の山岡国対委員長が話をされまして、一応

合意事項としましては、中身については現場

の意見も聞くけれども、国対同士で連絡を取

り合ってやっていこうと、そういうことが合

意されたということで、その後、大島国対委

員長からの話によりますと、一応今国会で決

着させたいと。園田先生もいろいろ対応され

てきたが、のめなかったので、上のレベルで

。 、 、ということになったと 今後は 野党３党で

柔軟に、どういう点をどうするかというよう

。 、なことを言ってほしいと 山本国対委員長は
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あしたから鳩山代表を含めて検討すると、そ

ういうふうにおっしゃっていたということ

で、それを受けて、自民党、我々も検討をし

ていくと、そういうお話をされたということ

でございます。

一応私の方からの説明につきましては以上

でございます。

○西岡勝成委員長 次に、寺島水俣病審査課

長。

○寺島水俣病審査課長 続きまして、水俣病

審査課の方から説明をさせていただきます。

着座で。

、 。○西岡勝成委員長 どうぞ お座りください

○寺島水俣病審査課長 資料の２ページの方

をお開きいただきたいと思います。

水俣病審査課の方は、認定業務、それから

裁判の状況について御説明を申し上げます。

３番でございます。認定業務の状況でござ

います。

(1)申請の状況につきましては、最高裁判

決以降、認定申請者数は3,779名、５月31日

現在でございます。

(2)検診の状況でございます。

検診につきましては、医療機関、水俣市立

の医療センター、それから、東京、名古屋、

大阪の病院の方でそれぞれ委託検診をお願い

しておりますほかに、県の方で直接先生の方

にお願いする派遣医師という形で、水俣市の

医療センターの一部場所をお借りしまして、

そこで検診もあわせてお願いしているという

ことで、検診の促進に努めております。

(3)でございます。

認定審査会の開催、平成21年２月に開催し

た認定審査会におきましては、最高裁判決以

降の認定申請者50名の審査を行いまして、４

月22日に38名の棄却相当の答申、あと、残り

の12名は答申保留ということで、継続的にま

たこれから審査をしていくということでござ

いますけれども、12名の答申保留がございま

、 。すが そういう形で答申が出されております

、 、 、なお 現時点で 今お話ありましたとおり

与野党間の協議がなされておりまして、新救

済策の中における対象者の範囲というのがは

っきり決まっておりませんので、棄却相当の

方が救済対象から外れる可能性もございます

ので、棄却相当の方に不利益を生じさせる恐

れがあるということで、知事の処分につきま

しては、現時点で当面見合わせております。

ただ、今後も審査会の方を開いた場合に認定

相当の答申が出ることもございますので、そ

の場合は速やかに県として認定の処分を行う

という形になります。

そういったことから、認定審査会につきま

しては、これからも、今後、円滑な運営、い

わゆる着実な推進を図ってまいりたいと思っ

ておりまして、ここにはちょっと書いてござ

いませんけれども、次回の審査会の日程が決

まりましたので、ここで御報告をさせていた

だきます。６月28日、日曜日に開催を予定し

ております。御報告をあわせていたします。

続きまして、４番でございますけれども、

水俣病に関する裁判の状況でございますが、

国家賠償等請求訴訟が３件、それから棄却処

分の取り消し及び認定義務づけを求める訴訟

等の３件、いわゆる行政事件訴訟３件、合わ

せて６件につきまして訴訟が提起されており

、 、まして 県の処分の正当性などにつきまして

今後も主張、立証を行っていくということに

しております。

なお、現在係争中の裁判一覧につきまして

は、別紙４をつけておりますけれども、ここ

では個別の説明の方は省略をさせていただき

たいと思いますので、ごらんになっていただ

ければと思います。

以上でございます。
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、 。○西岡勝成委員長 次に 園田環境政策課長

○園田環境政策課長 環境政策課でございま

す。座ったまま説明させていただきます。

チッソ株式会社の平成20年度決算の概要に

つきまして御説明いたします。

本年５月14日にチッソの平成20年度決算が

。 、発表されました 経常利益額につきましては

世界的金融危機の影響により、前年から減少

いたしましたが、抜本策における目標額53.2

億円を上回る約77億円が確保されておりま

す。

平成21年度につきましては、90億円の経常

利益が予想されております。

次のページをごらんいただきたいと思いま

す。

チッソの決算確定に伴いまして、本年度の

金融支援措置の額が、６月５日に開催されま

した支援連絡協議会幹事会におきまして確認

されておりますので、御説明いたします。

参考１、参考２と詳しい説明資料を添付し

ておりますが、ポイントのみ説明させていた

だきます。

まず、参考２の右側の表をごらんいただき

たいと思います。

今回のチッソの経常利益の配分図でござい

ます。連絡会議で申し合わせたルールに基づ

、 、 、 、き 患者補償費 租税公課 無利子化相当額

内部留保を除きました本年度のチッソからの

公的債務の返済額は23.2億円となります。

続きまして、参考１をごらんいただきたい

と思います。

金融支援措置の仕組みを図にしたものでご

ざいますが、ただいま申し上げました返済額

23.2億円が図の⑥に当たります。

一方、本年度のヘドロ立替債と患者県債の

償還額が、左側の波線で囲った部分、(ア)の

77億円でございます。この差額54.6億円に対

しまして、抜本支援策により、８割を国庫補

助金、２割を特別県債で手当てすることとさ

れております。その額が、それぞれ⑦の43.7

億円と⑧の10.9億円となります。

なお、この特別県債につきましては、元利

償還金につきましては、100％交付税措置を

されております。

以上でございます。

○西岡勝成委員長 以上で執行部の説明が終

わりました。

これより質疑に入ります。

何かございますか。

○大西一史委員 きのう正副委員長とそれか

ら各会派代表ということで、一緒に国の方、

与野党それぞれ要望をしたわけでありますけ

れども、県議会の早期救済を求めるこの決議

というのは、非常に皆さん重いものだという

ことで国の方でも受け取っていただいている

ようでありますから、今与野党協議がまだ続

いている中で、余りその内容について、この

法案の内容についてはある程度与野党協議の

中で、もう私たちは任せざるを得ないという

か、これ以上ここで議論したってそれが反映

されるわけじゃないので、その内容について

は、私もこれ以上は言わないというふうに思

っていますが、ただし、けさのいろいろ報道

なんかを見てますと、それぞれちょっと各社

論調が若干違うんですが、本当に今の状態で

この与野党協議でうまくいくことを私たちは

それは望んでいますけれども、仮にこれがう

まくいかない場合、余りこういう話はしたく

ないんですけれども、もしこの法案が今国会

中に成立しないような状況になった場合に、

私たちはどういう事態を想定しとかなきゃい

かぬのか、どういうマイナス事項を県として

考えなきゃいかぬのかということは、やっぱ

りもう今ぎりぎりの状態ですけれども、ある

程度考えなきゃいかぬのかというふうに思い

ますが、その辺は部長どういうふうに思って

おられますか。ちょっと難しい質問ですけれ
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ども。

○駒崎環境生活部長 これまでも報道の方か

らは、それに類した質問を受けたことがあり

まして、今そういうことを考える、不吉なこ

とを考えるときでなく前に向けて頑張るとき

だというふうにお答えしておりましたが、大

西委員からお話がありましたように、非常に

もう山場といいますか、分岐点に差しかかっ

ておりますので、今の御質問についてもある

程度お答えをしたいと思います。

県としてどういう困難な事態に逢着する

か、直面するかということでございますけれ

ども、難しゅうございますけれども、仮に３

つほどに分けてお話し申し上げますと、１つ

は、何をいいましても、被害者の方の早期救

済の道が全く思いつかないということになっ

てしまいます。

平成18年に政治救済を求めて県が動きまし

た。県議会からも御支援を得て一緒に活動し

ましたけれども、その際は、現在ある公健法

による認定という行政認定と裁判の判決によ

る救済という司法の救済、この２つの道しか

ありませんので、もっと迅速に大量の方々の

希望にこたえて解決する道として、平成７年

の政治解決を手本として政治解決を求めたと

いうものでございます。

それが実現しないとなりますと、また公健

法上の認定と裁判という場に戻るわけでござ

いますけれども、公健法上の認定につきまし

ては、平成16年の最高裁判決以降、環境省が

昭和52年に出された判断条件、いわゆる認定

基準と言っておりますが、これを変えないと

言っておりますので、52年判断条件で審査す

るとなると、検診とか疫学調査とかに時間が

かかることとあわせまして、判断条件に合致

する症例の方が果たしてどれだけいらっしゃ

るだろうかと。時間をかけて、たくさんの手

間をかけまして審査会を開いて審査をしたと

して、認定相当という答申はそう多くはない

んではないかと。決して予断を持っているわ

けではございませんけれども、平成16年以前

から認定の該当率みたいなものを考えます

と、相当これは、時間がかかる割には多くの

被害者の方々にとっては救済になりがたいん

ではないかという懸念を持っております。

裁判につきましても、これは最高裁が認定

基準よりも緩やかな基準で認めたと言われて

おりますが、これはあくまでも一人一人の患

者さんの病状を見て結論を出したことでござ

いますので、裁判となりますと、原告、被告

に分かれまして、あらゆる法的な攻撃、防御

を尽くしまして争っていきますので、簡単な

ことではございません。

しかも、一つの基準ができたからそれでも

うベルトコンベヤーで、流れ作業で判決を出

すということはありませんので、一人一人の

方、Ａさんがどういう症状か、Ｂさんはどう

いう症状か、それらは水俣病と言えるかどう

か、水銀中毒と言えるかどうかを判断してい

きますので、相当な年月がかかるだろうと思

います。認定申請中の方、あるいは裁判中の

方でも亡くなっている方が出始めております

ので、そうしたことがまた延々と続くのでは

ないかという事態を懸念するものでありま

す。

政治救済は、救済を希望する方とそれから

救済をするチッソなど関係機関が、お互いが

譲歩し合って、ある程度の線で納得し合うと

いう広い意味での和解でありますけれども、

裁判の場では、そうしたことは安易にできま

せんので、一人一人の原告の方についてとこ

とん裁判をやっていくということ、それを何

千件と繰り返していくということになります

ので、非常に大変な事態になるのではないか

と懸念をいたしております。

２つ目は、認定審査会の問題でございまし

て、認定審査会の先生方、これは全く、お医

者さんといえども、県が命令すれば認定審査

会の委員にならなければならないという義務
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はございません。全く、現在委員についてい

ただいている医師の方々が、いわばボランテ

ィア精神で、ごくわずかな、県の条例で定め

るわずかな報酬で委員を引き受けて何時間も

拘束されながら認定審査されているんです

が、そういう拘束とか、そうした事柄が問題

ではなくて、委員の先生方については、医学

的見地から自信を持って結論を出しても、裁

判所に行けば別の判断が出るということにつ

いては非常にむなしさを感じておられますの

で、現在のまま新たな政治救済という形で多

くの方が救われた後、本当に最後まで認定申

請の道を選ぶ方については審査をすべきだけ

れども、それ以外の方については、迅速な救

済、あるいは認定基準に達しない方でも何ら

かの救済というのが望ましいというふうにお

考えですので、認定審査会自体がまた全面的

にとまってしまうんではないかという懸念を

持っております。

３番目に、これは蛇足であるかもしれませ

んけれども、委員の先生方もそうかと思いま

すが、私どもも東京に何回か活動に行くたび

に感じますのは、熊本にとりまして水俣病は

非常に大きな問題でありますし、現在的な課

題であります。決して過去の問題ではありま

せんけれども、東京に参りますと、テレビの

ニュースにも新聞にもほとんど載っておりま

せん。非常に水俣病問題の解決に関する意識

が希薄でございますけれども、ここに来て、

ようやく国会の場で水俣病問題が議論される

ということになったわけですが、それが流れ

てしまいますと、水俣病問題は取り組んでも

成果が上がらないというふうな空気になって

しまって、さらに一層意識が希薄化して、水

俣病問題に取り組もうという国会やあるいは

中央官庁の熱意がさめてしまって、水俣病問

題も風化してしまうのではないかと、そうい

った懸念も持っております。

大西委員からの急な御質問でしたので、う

まく話せませんでしたけれども、３点に、思

いつくままに申し上げると、そういった大き

な懸念があるのではないかと、そういうふう

に感じております。

○大西一史委員 今３点、このタイミングで

ちょっと答えにくかったのかもしれませんけ

れども、やはりそうしたことを、今答弁聞い

てますと、私もいろいろ想像はしてみるんで

すが、やはりこれでこの早期救済のこの法案

が成立しなければ、もうとんでもないことに

なるということは、これはもう明らかであり

ます。だから、とにかくそういうことできの

う一生懸命言ったわけですけれども、この委

員会でも、改めてやはりもうそういった重み

を踏まえて国の方で決断していただけるよう

に、また、委員長、副委員長、またそれぞれ

御迷惑かけますが、いろいろなルートを通じ

て、またきょうは民主党の鎌田先生もお見え

でございますけれども、一緒になって、ぜひ

合意に達するようにお願いをしたいというふ

うに思っております。

○鎌田聡委員 今早期救済策ができなければ

という話がございました。これは、そういう

ことを懸念して我々議会も、これはもう急い

でという話してきたんで、そういうことはも

う十分わかっている話ですけれども、あと、

そういうことにならないように、山場とおっ

しゃられましたけれども、山場に向けて対応

していかなければならないという話ございま

した。

県として、いつの時点が山場と考えている

のか、その部分、山場に向けて今後どのよう

なアクション打っていくのかということをお

話ししていただきたいと思います。

○駒崎環境生活部長 難しい質問でございま

す。今国会の会期が一応来月の28日だったか

、 、と思いますが 今回上京して感じましたのは

多くの方は、そこまで国会が開かれていると
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は思っておられないような空気でございまし

た 。やはり大型の補正予算も通り、関連法、

案も通りということで、国会で残されている

課題が少なくなっているという状況もありま

すので、いつ国会が終わってしまうかもわか

らないという中では、本当にこの今週、来週

が山場ではないかというふうに思っておりま

す。

今国会で成立しませんと、また９月には衆

議院が任期満了になりますので、いずれにし

ろ選挙がございますので、継続審議というこ

とはありませんので、また一から出直しとい

うことになりますが、果たして一から出直し

することすらあるのかというふうな気持ちも

いたしますので、ぜひ今国会中に何とか成立

するようにと努力したいと思っております。

県議会からは、急な取り組みで、きのう、

たまたま休会日であった日にちを利用して活

動していただきましたので、この後どうする

ということはまだ具体的に考えておりません

けれども、本当に今週、来週という山場の中

で、また、見通しが怪しい、あるいはどうな

るかわからないというふうな状況になりまし

たら、また、知事初め副知事なども、活用す

ると言うと、私が活用するって変な言い方な

んですが、そういう方の活動などを行ってい

くのかなと思っておりますが、まだ具体的に

、 、は手元に案はございませんので 済みません

以上でございます。

○前川收副委員長 鎌田先生の御指摘のとお

りでありまして、この後山場に向けて、いつ

が山場で何をするのかというのは、本当に我

々も当事者として問題意識を持って共有して

いかなきゃならない課題だと思っています。

もちろん執行部も頑張っていただくのは当然

でありますが、我々も、地元の県会議員とし

て、もしくはそれぞれの会派もあるわけであ

りまして、会派がそれぞれの国会のいわゆる

与野党という部分とのつながりというものも

ありながら、それをうまく全会一致という形

を持ちながら、県議会としては共有できる部

分をしっかり大事にして今日まで活動してき

たと。その基本的な姿というのはやっぱり崩

すことなく、今後も、その意思をしっかり形

成し、国会議員の皆さん方を初めとした皆さ

んにお願いをして回るというような形は、公

式、非公式含めてお互いに頑張っていかなき

ゃならないというふうに思っていますが、１

つだけ――協議はこれからまだ断続的に続け

られると思いますから、与党案とそれから民

、 、主党案との２つの案があって これが是非と

いい、悪いという話は別として、違いがある

という事実だけは――やっぱり違いがあるか

ら一致されていないわけであります。

執行部の皆さん方に、どっちの案がいいと

か悪いとかというのを求める気は毛頭ござい

ません。これはやっぱり国会の中でしっかり

議論をしていただいて、一致していただきた

いというふうに願うだけでありますけれど

も、１つだけ、１カ所だけ違いとして確認を

させていただいておきたいのは、先ほど部長

もおっしゃったんですけれども、今回の救済

策がまとまらない場合はというお話があった

部分と少し関連すると思っていますけれど

も、救済の対象の中で、これは確認ですよ。

我が党の当初案、それから修正案の中にも、

認定申請者とそれから訴訟を提起している者

などを救済措置の対象としないという部分が

あります。つまり、３段階で救済していくと

、 、いうお話があって 今回の救済策で通る人は

もう裁判もしないし認定申請もしないという

ことが前提になって、これは平成７年のとき

もそうだったと思いますけれども、そういっ

た形になっていますが、民主党案の場合は、

申請者も、今回の政治救済で救済されても裁

判もそのままできます、それから認定申請も

できるということですか、左記条項を削除と

。 。書いてある部分は 救済の対象という部分で
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○谷﨑環境生活部次長 今、前川副委員長の

方からお話がありました件、先ほど課長が説

明したところでの救済の対象というところで

、 、 、ございますが 今回 民主党の修正案の中で

認定申請及び訴訟の提起をしている者を救済

措置の対象としないという自民党案、与党の

案に対して、その条項を削除ということでご

ざいますので、要するに、認定申請をしてい

る方も、それから訴訟の提起をされている方

も救済の対象にするというお考えでございま

す。

そうすると、今私どもがやっているのは政

治救済という一つの方法、救済の方法でござ

いますが、そのほかに行政処分によって認定

による救済というのが１つあります。それと

裁判という救済の道がございますが、この３

つの中の１つは今模索しているんですけれど

も、ほかの２つとあわせて今回の政治救済と

いうのを求められるということになりますの

で、そうなると少し――今回の政治救済によ

り救済された方々が、あわせて裁判も引き続

きやれる、あるいは認定申請を引き続きでき

るという形になりまして、救済の道を２つと

ってしまうという形になるかと思います。そ

れ、多少いかがなものかなという感じはして

おります。これは、平成７年のときも同じよ

うな形で、認定申請をされている方、それか

ら裁判をされている方は、今回の政治救済の

道というのは一応対象としないという形には

なっておりました。

○前川收副委員長 じゃあ平成７年当時とは

、 。もうそこは違うんですね 民主党案としては

わかりました。その確認だけで結構です。そ

れはもう内容の是非については言わないとい

うことを言いましたので、結構ですから。

○西岡勝成委員長 今それぞれ御意見が出ま

した。きのうも与野党の協議があっておりま

すけれども、それぞれの案がまとまっており

ません。その段階で国対の中でいろいろ御議

論いただくというところまで来たことは、や

っぱり委員会が党派を超えて一致団結してお

願いして、早期解決をお願いしているという

一つの大きな訴えが届いたたまものだと思っ

ておりますので、ここでいろいろな案の違い

を余り指摘してもどうかと思いますので、こ

こはもう国対の方に任せて、今国会でぜひ成

立をお願いしたいという気持ちで、委員会を

きょうのところは閉じたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○西岡勝成委員長 じゃあそのようなこと

で、マスコミを通じて、また我々直接でもお

電話なりともこのような気持ちを再度訴えて

いきたいと思います。

次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。

議事次第に記載の事項について、閉会中も

なお継続審査する旨、会議規則第82条の規定

に基づき、議長に申し出ることとしてよろし

いでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○西岡勝成委員長 それでは、そのように取

り計らいます。

そのほかございませんか。

（ ありません」と呼ぶ者あり）「

○西岡勝成委員長 なければ、最後になりま

すが、陳情が１件提出されております。参考

としてお手元に写しを配付いたしておりま

す。

以上をもちまして本日の委員会を終了いた

します。

お疲れでございました。

午後２時12分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

水俣病対策特別委員会委員長


